
牧之原市制限付き一般競争入札実施要領の一部を改正する要領 新旧対照表 

 

現行 改正案 

（入札参加資格審査委員会） （入札参加資格等審査委員会） 

第４条 次に掲げる事項を審査するため、入札参加資格審査委

員会（以下「審査委員会」という。）を設けるものとする。 

第４条 次に掲げる事項は、牧之原市入札参加資格等審査委員

会規程（平成平成17年牧之原市訓令第18号。）に規定する牧

之原市入札参加資格等審査委員会が審査するものとする。 

 (１)～(３) （略）  (１)～(３) （略） 

２ 審査委員会は、牧之原市工事等入札業者指名委員会規程

（平成17年牧之原市訓令第18号）に規定する工事等入札業者

指名委員会が兼ねるものとする。 

 

第５条～第20条 （略） 第５条～第20条 （略） 

様式第１号 様式第１号 



現行 改正案 

 
 

様式第２号～様式第５号 （略） 様式第２号～様式第５号 （略） 



現行 改正案 

様式第６号 様式第６号 

  

 


